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改 正 後 改 正 前 
  

（ 飲 食 料 品 等 事 業 者 等 の 判 断 の 基 準 と な る べ き 事 項 ）  

第 二 十 五 条  法 第 三 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 飲 食 料 品 等 事 業 者 等 の

判 断 の 基 準 と な る べ き 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。  

 一  飲 食 料 品 等 事 業 者 等 は 、 法 第 三 十 六 条 第 一 号 に 規 定 す る 場 合

に は 、 次 の イ か ら ハ ま で に 掲 げ る 事 項 を 行 う こ と に よ り 、 同 号

に 掲 げ る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

（ 新 設 ）  

 

イ  速 や か に 当 該 協 議 に 応 ず る と と も に 、 定 期 的 な 協 議 の 要 請

が あ っ た 場 合 に は 適 切 な 頻 度 で 協 議 を 行 う こ と 。  

 

ロ  取 引 条 件 に 関 す る 具 体 的 な 根 拠 と な る 資 料 の ほ か 、 統 計 法

（ 平 成 十 九 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 公 的

統 計 、 法 第 四 十 二 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 標 、 行 政 機 関

が 実 施 し た 調 査 の 結 果 そ の 他 客 観 的 な 事 実 に 基 づ い た 情 報 で

あ っ て 公 表 さ れ て い る も の を 用 い た 説 明 は 、 合 理 的 な 根 拠 が

あ る も の と し て 尊 重 す る こ と 。  

 

 

 

ハ  当 該 飲 食 料 品 等 の 取 引 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 を 一 方 的 に 決

定 し な い こ と 。  

 

二  飲 食 料 品 等 事 業 者 等 は 、 法 第 三 十 六 条 第 二 号 に 規 定 す る 場 合

に は 、 速 や か に 必 要 な 検 討 及 び 協 力 を 行 う こ と に よ り 、 同 号 に

掲 げ る 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

 

三  飲 食 料 品 等 事 業 者 等 は 、 取 引 の 相 手 方 か ら 、 そ の 取 り 扱 う 飲

食 料 品 等 の 取 引 条 件 に 関 す る 協 議 の 申 出 又 は 当 該 飲 食 料 品 等 の

持 続 的 な 供 給 に 資 す る 取 組 の 提 案 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 協 議

の 申 出 等 」 と い う 。 ） が さ れ た 場 合 に は 、 次 の イ 及 び ロ に 掲 げ

る 事 項 を 行 う こ と に よ り 、 法 第 三 十 六 条 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講

ず る も の と す る 。  

 

イ  協 議 の 申 出 等 の み を 理 由 と し て 、 当 該 協 議 の 申 出 等 を し た

取 引 の 相 手 方 に 対 し て 、 取 引 数 量 の 削 減 、 取 引 の 停 止 そ の 他

の 不 利 益 な 取 扱 い を 行 わ な い こ と 。  

 

ロ  取 引 の 相 手 方 か ら 示 さ れ た 協 議 の 申 出 等 に つ い て 、 そ の 検  

資
料

４
 

食 品 等 の 持 続 的 な 供 給 を 実 現 す る た め の 食 品 等 事 業 者 に よ る 事 業 活 動 の 促 進 及 び 食 品 等 の 取 引 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 案 ）
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討 結 果 及 び そ の 理 由 の 説 明 そ の 他 必 要 な 情 報 の 提 供 を 行 う こ

と 。 

  

（ 指 定 飲 食 料 品 等 の 指 定 ）  

第 二 十 六 条 法 第 四 十 一 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 飲 食

料 品 等 を 指 定 飲 食 料 品 等 と し て 指 定 す る 。  

（ 新 設 ）  

 

一 米 穀  

二 野 菜  

三 豆 腐  

四 納 豆  

五 飲 用 牛 乳 （ 成 分 調 整 牛 乳 を 除 く 。 第 二 十 九 条 第 五 号 に お い て

同 じ 。 ）  

 

  


